
 ※計画内容によっては手続きが異なることがあります。詳細は各手続きの窓口にご確認ください。 
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流れ 県高齢者福祉課の動き 県福祉事務所の動き 開設主体（事業者）の動き その他関係機関等の動き 
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※南部老人福祉圏域のみ、

福祉事務所審査会と高齢

者福祉課審査をまとめて

行います。 

（約１～２か月間） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

          

 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約
２
～
３
カ
月
間 

高齢者福祉課審査 

（競合の場合、分科会  

又は本庁審査会） 

福祉事務所審査 

（書類・実地） 

 

開設計画書提出（計画書提出期限まで随時受付） 

福祉事務所審査会 

・開設許可申請 

・管理者承認申請 

・介護報酬算定に係る体制の 

 届出 

・併設ｻｰﾋﾞｽに係る指定申請等 

審査結果通知 

 

着工 

↓ 

竣工 

 

整備方針・整備枠発表（３～４月頃） 

 
 

市町村高齢福祉担当 

部局への事前相談 

↓ 

県相談窓口への 

事前相談 

（予め市町村と整備計画に

ついて調整をしてから、 

県への相談を 

行ってください。） 

 

「開設計画書」作成準備 

・建築予定地確保 

・開発許可、農地転用等協議 

・建築、水道排水、消防、埋蔵文化財関係協議 

・資金計画調整 

・隣地権者、周辺住民との調整 

・地元医師会との調整 

・協力病院の確保 

・病床転換の場合…病院廃止協議 

・その他必要な手続き 
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県福祉サイド関係 

で行う手続き等 

 

 

その他事業者・ 

関係機関等 

で行う手続き 

 

  

 

（計画書に記載） 

中国残留邦人等 

支援法上の指定等 

 

開設許可申請に

係る事前打合せ 

 

開設 
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↓ 

 

竣工 

引渡し 

 

・開設準備（職員確保、書類作成等） 

・法人定款変更手続き 

・給食開始手続き 

・就業規則、給与規則等届出 

・消防計画、防火管理者選任届 

・病床転換の場合…廃止届、辞退届 

・その他必要な手続き 

 

完了検査・引き渡し 

竣工報告 

 


